
 

 

 『確定申告終わった後の、事後調査』始まっています。税務署は突然家に来るこ

とはなく、電話などで「事前通知」することが義務付けられて以降、余ほどのこと

がない限り、突如はあり得ません。ただ、連絡先不明の場合は、事前通知のためと

言って、やってきますが、「連絡便箋」をポストに入れて、帰っていきます。ただ

一向に連絡ない場合は別ですので、「直ちに民商に連絡して、相談しながら」かな

らず、連絡だけは早めにしてください。強制調査でなく任意調査ですが、お互い信

頼関係を作りながら『税務調査を進行』させることも大事なので、会員の仲間の輪

を大切にしながら『納税者の権利の主張』をしながら、言うべきことは言うという

立場で「協力しあいながらの税務調査」が肝要です。今回の税務調査の方は、大工

さんです。初めての調査で緊張していますが、【仲間と共に、税務署と闘いたい】

と仲間の輪に期待したいと意欲満々です。ご協力をお願いします。 

 

県政の私物化と県民が不在の県政を変えてほしいという、県民の願いは、切実です

。全国に名をはせている事態は異常です。疑惑の解明と県政の転換は不可欠です。

県民の命・暮らしを第一にし、公正でハラスメントのない民主的な県政を取り戻し

ましょう。 
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無料法律相談は 

9 月 20 日(金曜日) 

午後 2 時です。予約制 

保険証の廃止省令改定案に 5 万件超える意見の提出が

ありましたが、反対が大半です。現行の保険証を残す闘

いは、これからも続けましょう。 

 




